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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記（Ａ）～（Ｅ）の成分：
　（Ａ）下記一般式（１）で表されるグリチルレチン酸誘導体、
　（Ｂ）トコフェロール、酢酸トコフェロール及びトコトリエノールから選択される少な
くとも１種、
　（Ｃ）リン脂質、
　（Ｄ）水溶性界面活性剤、及び、
　（Ｅ）トリリノール酸グリセリル、トリリノレン酸グリセリル、トリステアリン酸グリ
セリル、トリオレイン酸グリセリル、トリイソステアリン酸グリセリル、トリカプリル酸
グリセリル、トリカプリン酸グリセリル、及びトリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリ
ルから選択される少なくとも１種を含む脂肪酸グリセリド、
を含有し、かつ、下記一般式（１）で表されるグリチルレチン酸誘導体の含有量が１．０
質量％以上５．０質量％以下である乳化組成物。
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【化１】

［一般式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、Ｒ１が、－Ｃ１２Ｈ２５、－Ｃ１４Ｈ２９、－Ｃ１

６Ｈ３３、－Ｃ１８Ｈ３７、又は－Ｃ２０Ｈ４１を表し、且つ、Ｒ２が水素原子を表すか
、或いは、Ｒ１が水素原子を表し、且つ、Ｒ２が、－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１１Ｈ２３、－（Ｃ＝
Ｏ）Ｃ１３Ｈ２７、－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１５Ｈ３１、又は－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１７Ｈ３５を表す。
］
【請求項２】
　（Ａ）成分が、グリチルレチン酸ステアリルを含む請求項１に記載の乳化組成物。
【請求項３】
　（Ｄ）成分が、ショ糖脂肪酸エステル及びポリグリセリン脂肪酸エステルから選択され
る少なくとも１種を含む請求項１又は請求項２に記載の乳化組成物。
【請求項４】
　（Ｃ）成分が、レシチンを含む請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の乳化組成物
。
【請求項５】
　（Ｂ）成分及び（Ｅ）成分の総含有量が、１０質量％～２５質量％である請求項１～請
求項４のいずれか１項に記載の乳化組成物。
【請求項６】
　（Ｂ）成分及び（Ｅ）成分の総含有量に対する（Ｃ）成分の含有割合〔Ｃ／（Ｂ＋Ｅ）
〕が、質量基準で０．０１～０．５である請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の乳
化組成物。
【請求項７】
　一般式（１）で表されるグリチルレチン酸誘導体の含有量が、２．０質量％以上４．０
質量％以下である請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の乳化組成物。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の乳化組成物を含有する化粧料。
【請求項９】
　波長６５０ｎｍの光を用いて測定した吸光度が０．００１～０．２である請求項８に記
載の化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明性の高い乳化組成物及び透明性の高い化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧料等において、各種の油溶性薬剤を配合することが行なわれており、通常、油が配
合されている乳液、クリーム等において油溶性薬剤が用いられている。そのような油溶性
薬剤の例としては、グリチルレチン酸ステアリル等のグリチルレチン酸誘導体が挙げられ
、抗炎症効果を有する薬剤として化粧料等に配合されている。
　一方、化粧水等の水性組成物にグリチルレチン酸誘導体等の油溶性薬剤を配合する場合
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には、界面活性剤を用いて可溶化させることで水性組成物に配合するか、或いは、多量の
油剤や乳化剤を用いて乳化組成物の油相成分に配合させ、その乳化組成物を水性組成物に
配合することが必要となる。
【０００３】
　界面活性剤を用いた乳化組成物に関する技術としては、例えば、特許文献１には、アル
キル化多糖類にリン脂質、及びイオン性界面活性剤を組み合わせた乳化分散物が開示され
ている（特許文献１参照。）。
　特許文献２には、油溶性薬剤含有ワックス微細分散組成物が開示されている。
　特許文献３には、リン脂質を用いて水中に難水溶性の生理活性物質を簡便に乳化又は可
溶化させる技術として、難水溶性の生理活性物質とリン脂質が有機溶媒中に均一に溶解し
ている溶液から、有機溶媒を除去して、難水溶性の生理活性物質とリン脂質を同時に析出
させて得られた難水溶性生理活性物質－リン脂質複合体が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許４５２４０９８号公報
【特許文献２】特許４３４１９８３号公報
【特許文献３】特開２００７－１９７３２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載される乳化組成物に関する技術では、イオン性界面活
性剤を用いているため、皮膚への刺激が予期される。
　また、特許文献２に開示される分散組成物は、固体から半固体状のワックスの分散組成
物であるため、外観の透明性が低いことがあり、油溶性薬剤の溶解性が低い場合には、内
包できる薬剤量が少ないことがある。
　更に、特許文献３に記載の技術では、有機溶媒を使用しており、乾燥噴霧する工程が必
要であることから、製造設備の大規模化やコスト上昇が予期され、また、残存溶媒の生体
への安全性について検討が必要な場合がある。
【０００６】
　また、グリチルレチン酸誘導体等の油溶性薬剤を可溶化するために、界面活性剤を用い
る場合、皮膚への刺激を考慮すると、その種類や配合量に制限が予期される。また、それ
に伴って配合する油分、香料、油溶性薬剤を含む薬剤の種類や配合量も制限されることが
予期される。
　一方、油溶性薬剤を含有する乳化組成物は、化粧料などに適用した場合、油剤配合によ
るコクのある使用性を有する反面、油剤や乳化剤によるべたつきが強く、使用感触に劣る
場合がある。
【０００７】
　また、化粧料製剤に適用される乳化組成物には透明性が要求される場合も多い。一方、
乳化組成物の粒子径、油剤の屈折率、油剤の含有量の各要素に依存して、乳化組成物を含
む化粧料製剤に入射した光が散乱されるため、これらの各要素が大きい場合は、乳化組成
物に濁りが生じて透明性が損なわれ、外観上好ましくない場合がある。
【０００８】
　乳化組成物を含む化粧料製剤における濁度を低減させる手段としては、例えば、乳化組
成物の粒子径を小さくすることが挙げられるが、粒子径を小さくするためには、界面活性
剤の量を増やす必要があるため、特に化粧料に適用した場合において、皮膚刺激や使用感
の観点で好ましくない。また、別の手段として、乳化組成物に含有される油溶性薬剤の濃
度を低くすれば、油剤量が少なくなり粒子径を小さくできるが、化粧料製剤に適用した場
合、大量の乳化組成物を添加する必要があり、結果的には油剤や界面活性剤の含有量が増
えてしまうため、化粧料での皮膚刺激や使用感が損なうことがある。
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【０００９】
　このように、グリチルレチン酸誘導体等の油溶性薬剤を高濃度に含有しつつも、透明性
及び経時安定性に優れた乳化組成物、及び、乳化組成物を含有し、透明性及び経時安定性
に優れ、且つ、使用感に優れた化粧料が望まれているが、未だ提供されていないのが現況
である。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、グリチルレチン酸誘導体を高濃度で含
有し、且つ、透明性及び経時安定性に優れた乳化組成物を提供することを課題とする。
　また、本発明は、グリチルレチン酸誘導体を高濃度で含有し、透明性及び経時安定性に
優れ、且つ、使用感に優れた化粧料を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決するための手段は、以下の通りである。
　［１］　下記（Ａ）～（Ｅ）の成分：
　（Ａ）下記一般式（１）で表されるグリチルレチン酸誘導体、
　（Ｂ）トコフェロール、酢酸トコフェロール及びトコトリエノールから選択される少な
くとも１種、
　（Ｃ）リン脂質、
　（Ｄ）水溶性界面活性剤、及び、
　（Ｅ）トリリノール酸グリセリル、トリリノレン酸グリセリル、トリステアリン酸グリ
セリル、トリオレイン酸グリセリル、トリイソステアリン酸グリセリル、トリカプリル酸
グリセリル、トリカプリン酸グリセリル、及びトリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリ
ルから選択される少なくとも１種を含む脂肪酸グリセリド、
を含有し、かつ、下記一般式（１）で表されるグリチルレチン酸誘導体の含有量が１．０
質量％以上５．０質量％以下である乳化組成物。
【００１２】
【化１】

【００１３】
　一般式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、Ｒ１が、－Ｃ１２Ｈ２５、－Ｃ１４Ｈ２９、－Ｃ１

６Ｈ３３、－Ｃ１８Ｈ３７、又は－Ｃ２０Ｈ４１を表し、且つ、Ｒ２が水素原子を表すか
、或いは、Ｒ１が水素原子を表し、且つ、Ｒ２が、－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１１Ｈ２３、－（Ｃ＝
Ｏ）Ｃ１３Ｈ２７、－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１５Ｈ３１、又は－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１７Ｈ３５を表す。
【００１４】
　［２］（Ａ）成分が、グリチルレチン酸ステアリルを含む［１］に記載の乳化組成物。
　［３］　（Ｄ）成分が、ショ糖脂肪酸エステル及びポリグリセリン脂肪酸エステルから
選択される少なくとも１種を含む１］又は［２］に記載の乳化組成物。
　［４］　（Ｃ）成分が、レシチンを含む［１］～［３］のいずれか１つに記載の乳化組
成物。
 
【００１５】
　［５］　（Ｂ）成分及び（Ｅ）成分の総含有量が、１０質量％～２５質量％である［１
］～[４]のいずれか１つに記載の乳化組成物。
　［６］　（Ｂ）成分及び（Ｅ）成分の総含有量に対する（Ｃ）成分の含有割合〔Ｃ／（
Ｂ＋Ｅ）〕が、質量基準で０．０１～０．５である［１］～[５]のいずれか１つに記載の



(5) JP 5918163 B2 2016.5.18

10

20

30

40

50

乳化組成物。
　［７］　一般式（１）で表されるグリチルレチン酸誘導体の含有量が、２．０質量％以
上４．０質量％以下である［１］～[６]のいずれか１つに記載の乳化組成物。
　［８］　［１］～［７］のいずれか１つに記載の乳化組成物を含む化粧料。
　［９］　波長６５０ｎｍの光を用いて測定した吸光度が０．００１～０．２である［８
］に記載の化粧料。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、グリチルレチン酸誘導体を高濃度で含有し、透明性及び経時安定性に
優れた乳化組成物を提供することができる。
　また、本発明によれば、グリチルレチン酸誘導体を高濃度で含有し、透明性及び経時安
定性に優れ、使用感に優れた化粧料を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　なお、本明細書において「～」を用いて示された数値範囲は、「～」の前後に記載され
る数値をそれぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。
　本発明において「水相」とは、溶媒の種類にかかわらず「油相」に対する語として使用
する。
　本明細書において「工程」との語は、独立した工程だけでなく、他の工程と明確に区別
できない場合であっても本工程の所期の目的が達成されれば、本用語に含まれる。
　本発明において、組成物中の各成分の量は、組成物中に各成分に該当する物質が複数存
在する場合には、特に断らない限り、組成物中に存在する当該複数の物質の合計量を意味
する。
【００１８】
［乳化組成物］
　本発明の乳化組成物は、以下に詳述する乳化組成物の一態様であり、下記（Ａ）～（Ｅ
）の成分：
　（Ａ）下記一般式（１）で表されるグリチルレチン酸誘導体、
　（Ｂ）トコフェロール、酢酸トコフェロール及びトコトリエノールから選択される少な
くとも１種、
　（Ｃ）リン脂質、
　（Ｄ）水溶性界面活性剤、及び、
（Ｅ）トリリノール酸グリセリル、トリリノレン酸グリセリル、トリステアリン酸グリセ
リル、トリオレイン酸グリセリル、トリイソステアリン酸グリセリル、トリカプリル酸グ
リセリル、トリカプリン酸グリセリル、及びトリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル
から選択される少なくとも１種を含む脂肪酸グリセリド、
を含有し、かつ、下記一般式（１）で表されるグリチルレチン酸誘導体の含有量が１．０
質量％以上５．０質量％以下である乳化組成物である。
【００１９】
【化２】

【００２０】
　一般式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、Ｒ１が、－Ｃ１２Ｈ２５、－Ｃ１４Ｈ２９、－Ｃ１

６Ｈ３３、－Ｃ１８Ｈ３７、又は－Ｃ２０Ｈ４１を表し、且つ、Ｒ２が水素原子を表すか
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、或いは、Ｒ１が水素原子を表し、且つ、Ｒ２が、－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１１Ｈ２３、－（Ｃ＝
Ｏ）Ｃ１３Ｈ２７、－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１５Ｈ３１、又は－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１７Ｈ３５を表す。
【００２１】
　本発明の乳化組成物は、上記構成を有することにより、グリチルレチン酸誘導体を１．
０質量％以上５．０質量％以下の高濃度に含有しながらも、透明性及び経時安定性に優れ
たものとなる。このため、グリチルレチン酸誘導体に期待される効果を長期間に亘って維
持することができる。
 
【００２２】
　本発明の乳化組成物は、水中油型の乳化組成物であることが好ましい。
【００２３】
　ここで、グリチルレチン酸誘導体は油溶性物質であり、乳化組成物において油相成分の
一つとして含有される。従って、グリチルレチン酸誘導体を含有する乳化組成物において
、その透明性を付与するためには、グリチルレチン酸誘導体を溶解でき、且つ、乳化組成
物の透明性を損なわない油剤を選択することが好ましい。
【００２４】
　本発明者らは、乳化組成物にグリチルレチン酸誘導体を高濃度に含有させる場合に問題
となる透明性及び経時安定性が、グリチルレチン酸誘導体に対する溶解性及び屈折率の観
点から特定の油剤を選択することにより得られるとの知見を得た。更には、本発明者らは
、本発明の乳化組成物を化粧料に適用した場合に問題となる使用感（コクがありながらも
、べたつきがない）についても、化粧料中に含有される油剤量を総体的に低減することに
よって改善することができるとの知見を得て、本発明を完成するに至ったものである。
【００２５】
　以下では先ず、油剤を選択するための条件である透明性について説明する。
【００２６】
～濁度～
　本発明においては、透明性の指標として濁度を使用する。
　本発明における濁度は、水で所定の倍率で希釈し、波長６５０ｎｍの光を用いて、２５
℃にて測定した吸光度により規定される。本発明における透明性の高い乳化組成物の濁度
（吸光度）は、０．００１～０．２であることが好ましく、より好ましくは０．００５～
０．１７５、更に好ましくは０．００５～０．１５である。
【００２７】
　本発明において「透明性」の指標となる吸光度（濁度）は、分光光度計（Ｖ－６３０、
株式会社日本分光製）を用いて測定する。
【００２８】
　乳化組成物と濁度τとの関係は、乳化組成物の粒子径ｄが可視光波長λよりも小さい場
合、以下の式Ａで表すことができる。
【００２９】
【数１】

【００３０】
　式Ａに示されるように、濁度τには、乳化組成物の粒子径ｄ、乳化組成物の粒子数ｎ、
及び、油剤の相対屈折率ｍが寄与する。ここで、乳化組成物の粒子数ｎは、乳化組成物中
の油剤量により規定される。本発明の乳化組成物を含有する化粧料であれば、その濁度は
化粧料における乳化組成物の配合量により規定される。
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【００３１】
　ここで、乳化組成物の粒子径及び粒子数とは、乳化組成物中の分散粒子の粒子径及び粒
子数のことを指す。
【００３２】
　従って、乳化組成物の透明性を向上させるためには、濁度を低減させることが必要であ
り、これには、ａ）乳化組成物の粒子径を小さくすること、ｂ）乳化組成物の粒子数を少
なくすること、及び、ｃ）油剤の相対屈折率を小さくすることが必要となる。
【００３３】
　以下、濁度を低減させるための要素である、乳化組成物の粒子径、粒子数、油剤の相対
屈折率について更に説明する。
【００３４】
・乳化組成物の粒子径
　式Ａに示されるように、乳化組成物の粒子径は、濁度に対して６乗に依存することから
、透明性を得るには乳化組成物の粒子径を小さくすることが好ましい。
【００３５】
　一般的に、乳化組成物の粒子径の変化により、乳化組成物の外観は以下のように変化す
る。
　即ち、乳化組成物の粒子径が１μｍ～１０μｍでは、光が散乱されるため乳化組成物の
外観は白色であるが、粒子径が小さくなるにつれ青みを帯びるとともに半透明となり、さ
らに粒子径が小さくなると透明となる。
【００３６】
　乳化組成物の平均粒子径としては、５０ｎｍ～３００ｎｍの範囲であることが好ましく
、透明性の観点から、５０ｎｍ～２００ｎｍの範囲であることがより好ましく、５０ｎｍ
～１５０ｎｍの範囲であることが更に好ましい。
【００３７】
　また、本発明の乳化組成物において、濁度０．００１～０．２の透明性を得るには、乳
化組成物の平均粒子径が２００ｎｍ以下であることが好ましく、より好ましくは１５０ｎ
ｍ以下であり、最も好ましくは１００ｎｍ以下である。
【００３８】
　乳化組成物に含まれる分散粒子の粒子径は、市販の粒度分布計等で計測することができ
る。粒度分布の測定法としては、光学顕微鏡法、共焦点レーザー顕微鏡法、電子顕微鏡法
、原子間力顕微鏡法、静的光散乱法、レーザー回折法、動的光散乱法、遠心沈降法、電気
パルス計測法、クロマトグラフィー法、超音波減衰法等が知られており、それぞれの原理
に対応した装置が市販されている。
【００３９】
　粒径範囲及び測定の容易さから、本発明における分散粒子の粒径測定では、動的光散乱
法を用いる。動的光散乱を用いた市販の測定装置としては、ナノトラックＵＰＡ（日機装
（株））、動的光散乱式粒径分布測定装置ＬＢ－５５０（（株）堀場製作所）、濃厚系粒
径アナライザーＦＰＡＲ－１０００（大塚電子（株））等が挙げられる。
　本発明における平均粒子径は、粒径アナライザーＦＰＡＲ－１０００（大塚電子（株）
）を用いて２５℃で測定した値を採用する。
【００４０】
・乳化組成物の粒子数
　乳化組成物の粒子数とは、乳化組成物中に含まれる分散粒子の数である。粒子数は、粒
子径を一定とすると乳化組成物中に分散している油量で規定される。また、化粧料におい
ては、乳化組成物の配合量により粒子数が規定される。乳化組成物中に含まれる分散粒子
数が増加すると、粒子により散乱される光も増えるため濁度は高くなる。
【００４１】
　ここで、油量とは、乳化組成物中に含まれる油剤の総量のことである。
　乳化組成物中の油量が多いことは、濁度が高くなるため好ましくない。濁度を低く抑え
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るには、乳化組成物中の油量を少なくすることが望ましい。
　また、乳化組成物中の油量が多いことは、濁度のみならず、経時安定性も悪化させ、乳
化組成物を化粧料に適用した場合には、更に使用感の悪化にもつながるため、乳化組成物
中の油量は少なくすることが望ましい。
【００４２】
・油剤の相対屈折率
　屈折率とは、物質中における光の進み方の指標である。
　既述の通り、乳化組成物において、油剤（即ち分散している油滴）の相対屈折率は、乳
化組成物の濁度に寄与する。なお、以下の説明において、油剤の屈折率と言うときは、２
０℃における水に対する相対屈折率を意味する。
【００４３】
　乳化組成物の屈折率が高く、水の屈折率（２０℃）である１．３３３からの屈折率の差
が大きい程、濁度は大きくなる。したがって、濁度を低減させるには屈折率の低減が必要
であり、油剤の選択が重要となる。
【００４４】
　一般的に、屈折率の２乗は誘電率に等しいことが知られており、誘電率や極性の高い油
剤である程、屈折率は高くなる傾向がある。
【００４５】
　本発明における屈折率は、屈折率測定機（ＲＸ－５０００α、株式会社アタゴ製）を用
いて測定した値を採用する。
【００４６】
　本発明の乳化組成物に含有される必須成分及び任意成分について詳細に説明する。
【００４７】
＜（Ａ）グリチルレチン酸誘導体＞
　本発明の乳化組成物は、前記一般式（１）で表されるグリチルレチン酸誘導体を含有す
る。本発明において、該グリチルレチン酸誘導体は、油溶性薬剤として含有させることが
できる。
【００４８】
　本発明におけるグリチルレチン酸誘導体は、前記一般式（１）で表されるものであり、
ｉ）グリチルレチン酸の３位の水酸基を、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ス
テアリン酸、又はエイコサン酸でエステル化した態様、及び、ｉｉ）グリチルレチン酸の
２０位のカルボキシル基を、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、セチルアルコ
ール、ステアリルアルコール、又はエイコサノールでエステル化した態様の２態様が包含
される。
【００４９】
　本発明におけるグリチルレチン酸誘導体としては、一般式（１）中、Ｒ１が、－Ｃ１６

Ｈ３３、－Ｃ１８Ｈ３７、又は－Ｃ２０Ｈ４１を表し、且つ、Ｒ２が水素原子を表すグリ
チルレチン酸誘導体、或いは、Ｒ１が水素原子を表し、且つ、Ｒ２が、－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１

５Ｈ３１、又は－（Ｃ＝Ｏ）Ｃ１７Ｈ３５を表すグリチルレチン酸誘導体が好ましく、更
には、Ｒ１が、－Ｃ１８Ｈ３７、且つ、Ｒ２が水素原子で表されるグリチルレチン酸ステ
アリルが最も好ましい。グリチルレチン酸ステアリルは、ＣＡＳ Ｎｏ．１３８３２－７
０－７の化合物であり、脂溶性物質である上に、一般的な油剤に対する相溶性の低い化合
物である。
　グリチルレチン酸ステアリルは、従来、抗炎症、抗アレルギー剤として、石鹸、クリー
ム、乳液に用いられていたが、既述の理由から、透明性の高い乳化組成物に適用されるこ
とは殆どなかった。
【００５０】
　グリチルレチン酸ステアリルの製法としては、特に限定されるものではないが、例えば
、甘草から抽出されたグリチルリチン酸を、加水分解することによりグリチルレチン酸に
した後、ステアリルアルコールとエステル化反応させて得ることができる。
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【００５１】
　乳化組成物におけるグリチルレチン酸誘導体の含有量は、グリチルレチン酸誘導体に期
待される所期の効果を充分に発揮させるためには、下限値は０．９質量％以上が好ましく
、１．５質量％以上がより好ましい。グリチルレチン酸誘導体の含有量の上限は、化粧料
としての触感及び溶解性の観点からは、８質量％がより好ましく、７質量％が更に好まし
い。
　本発明の乳化組成物におけるグリチルレチン酸誘導体の含有量の範囲は、１．０質量％
以上５．０質量％以下とする。
 
【００５２】
　本発明の乳化組成物における、グリチルレチン酸誘導体の含有量は１．０質量％以上５
．０質量％以下であり、最も好ましくは２．０質量％以上４．０質量％以下である。グリ
チルレチン酸誘導体の含有量が、上記の範囲であることで、グリチルレチン酸誘導体を高
濃度に含有しながらも、高い透明性が長期間に亘って安定に維持することができる。また
、本発明の透明性の高い乳化組成物を、その好適な用途の一つである化粧料に適用した場
合においては、グリチルレチン酸誘導体を高濃度に含有しながらも、優れた経時安定性が
得られ、べたつき等の使用感の低下の原因となりうる油剤の含有量が相対的に低減するこ
とから、使用感も向上させることができる。
 
【００５３】
＜（Ｂ）特定油剤＞
　本発明の乳化組成物は、トコフェロール及びその誘導体並びに炭素数１０～１８の脂肪
酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも一種の油剤（特定油剤）を含有する。
【００５４】
　既述の如く、乳化組成物において濁度を低減するために、乳化組成物に含まれる分散粒
子の粒子径を小さくし、且つ、粒子数を少なくするためには、水の屈折率より高い屈折率
を持つ油剤の含有量を、少なく抑えることが好ましい。
　即ち、本発明において好適に用いられる油剤としては、グリチルレチン酸誘導体を高濃
度で溶解でき、且つ、屈折率の低い油剤を選択することが必要となる。
【００５５】
　本発明における特定油剤の特性は、グリチルレチン酸誘導体に対する溶解性と屈折率と
の関係から、下記の油剤Ｉ及び油剤ＩＩに大別される。
　油剤Ｉ　：
　グリチルレチン酸誘導体の溶解性に優れるが、油剤ＩＩより屈折率が高い油剤。
　油剤ＩＩ：
　グリチルレチン酸誘導体の溶解性は油剤Ｉより劣るが、屈折率が低い油剤。
【００５６】
　特定油剤として、油剤Ｉを用いた場合には、グリチルレチン酸誘導体の溶解性が高いた
め、乳化組成物における油剤の含有量を抑制できることから、濁度の低減が期待できる。
一方、特定油剤として、油剤ＩＩを用いた場合には、油剤自体の屈折率が低いため、濁度
の低減が期待できる。
【００５７】
　本発明においては、油剤Ｉにはトコフェロール及びその誘導体が該当し、油剤ＩＩには
炭素数１０～１８の脂肪酸エステルが該当する。
【００５８】
　特定油剤である油剤Ｉ及び油剤ＩＩは、乳化組成物中にいずれか一方のみが含有されて
もよいし、双方が併用されてもよい。また、油剤Ｉ又は油剤ＩＩに包含される化合物は、
１種のみが含有されてもよいし、２種以上が併用されてもよい。
【００５９】
　グリチルレチン酸誘導体の含有量が１．０質量％以上５．０質量％以下である場合は、
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特定油剤として油剤Ｉに分類される油剤のみを含有することが好ましい。一方、グリチル
レチン酸誘導体の含有量が０．５質量％以上１．０質量％未満である場合は、特定油剤と
して油剤ＩＩに分類される油剤のみを含有することが好ましい。
【００６０】
<<トコフェロール及びその誘導体>>
　トコフェロール及びその誘導体は、前記油剤Ｉに包含される特定油剤である。トコフェ
ロール及びその誘導体は、後述する炭素数１０～１８の脂肪酸エステルに比して油剤とし
ての屈折率は高いものの、グリチルレチン酸誘導体の溶解性が極めて高い油剤である。
【００６１】
　本発明におけるトコフェロール及びその誘導体は、トコフェロール及び基本骨格をトコ
フェロールとした誘導体を指し、具体的には、トコフェロールの異性体であるα、β、γ
、及びδトコフェロール、トコフェロールが有するＯＨ基が脂肪酸で修飾された酢酸トコ
フェロール、基本骨格をトコールとするトコトリエノール等が挙げられる。
【００６２】
　トコフェロール及びその誘導体の由来は特に限定されず、具体的には、ひまわり、とう
もろこし、オリーブ、菜種、大豆、落花生、アーモンドでもよい。
【００６３】
　本発明におけるトコフェロール及びその誘導体としては、トコフェロール、酢酸トコフ
ェロール、又はトコトリエノールをより好ましく用いることができる。
　トコフェロール及びその誘導体は、単独でも２種以上を組合せてもよい。
【００６４】
<<炭素数１０～１８の脂肪酸エステル>>
　炭素数１０～１８の脂肪酸エステルは、前記油剤ＩＩに包含される特定油剤である。炭
素数１０～１８の脂肪酸エステルは、前記トコフェロール及びその誘導体に比してグリチ
ルレチン酸誘導体の溶解性は小さいが、屈折率が低い油剤である。
【００６５】
　炭素数１０～１８の脂肪酸エステルを構成する脂肪酸としては、カプリン酸、セバシン
酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタデシル酸、パルミチン酸、パルミトレイン酸、マ
ルガリン酸、ステアリン酸、オレイン酸、バクセン酸、リノール酸、リノレン酸、エレオ
スステアリン酸などが挙げられ、好ましくはミリスチン酸、パルミチン酸、又はセバシン
酸が挙げられる。また、脂肪酸に反応させるアルコールとしては、メタノール、エタノー
ル、プロパノール、ブタノール、ペンタノールなどの一価のアルコール、エチレングリコ
ール、ブチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリンなどの多価アルコールが
挙げられる。該アルコールは、直鎖であっても、分岐を有していてもかまわない。
【００６６】
　炭素数１０～１８の脂肪酸エステルとしては、グリチルレチン酸誘導体の溶解性及び屈
折率の低さの観点から、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、セバシ
ン酸ジイソプロピル、カプリン酸プロピレングリコール、又はジカプリン酸プロピレング
リコールが好ましく、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、又はセバ
シン酸ジイソプロピルが更に好ましい。
【００６７】
　本発明における特定油剤は、グリチルレチン酸誘導体の含有量が、１．０質量％以上５
．０質量％以下である場合は、酢酸トコフェロール、トコフェロール及びトコトリエノー
ルから選択される少なくとも１種を含むことが好ましい。
　また、本発明における特定油剤は、グリチルレチン酸誘導体の含有量が、０．５質量％
以上１．０質量％未満である場合は、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロ
ピル、セバシン酸ジイソプロピル、カプリン酸プロピレングリコール、及びカプリン酸プ
ロピレングリコールから選択される少なくとも１種を含むことが好ましい。
【００６８】
　本発明の乳化組成物においては、特定油剤である（Ｂ）成分以外の他の油剤を含有する
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ことができる。
　本発明で使用することのできる他の油剤としては（Ｂ）成分以外の油剤であれば、特に
限定は無い。他の油剤の例として、後記する（Ｅ）アミノ酸エステル及び脂肪酸グリセリ
ドから選択される少なくとも１種、カロチノイド類、油溶性ビタミンを含むラジカル補足
剤、液体の油脂類、脂肪酸エステル、高級脂肪酸、高級アルコール等を用いることができ
る。
【００６９】
＜（Ｅ）アミノ酸エステル及び脂肪酸グリセリドから選択される少なくとも１種＞
　上記の他の油剤中でも、グリチルレチン酸誘導体の含有量が１．０質量％以上５．０質
量％以下である場合、乳化組成物の透明性及び経時安定性の観点から、（Ｅ）アミノ酸エ
ステル及び脂肪酸グリセリドからなる群より選択される少なくとも１種を含むことが好ま
しい。
【００７０】
　本発明の乳化組成物が（Ｅ）成分を含有する場合、１種又は２種以上のアミノ酸エステ
ルのみを含有してもよいし、１種又は２種以上の脂肪酸グリセリドのみを含有してもよい
し、１種又は２種以上のアミノ酸エステルと１種又は２種以上の脂肪酸グリセリドを組み
合わせて含有してもよい。
【００７１】
<<アミノ酸エステル>>
　アミノ酸エステルとしては、グルタミン酸骨格を有するエステルであるラウロイルグル
タミン酸ジヘキシルデシル、ラウロイルグルタミン酸ジイソステアリル、ラウロイルグル
タミン酸ジオクチルドデシル、ラウロイルグルタミン酸ビス（ヘキシルデシル／オクチル
ドデシル）、ステアロイルグルタミン酸ジオクチルドデシル、ラウロイルグルタミン酸ジ
（コレステリル／オクチルドデシル）、ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル／ベヘ
ニル／オクチルドデシル）、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデ
シル）、ラウロイルグルタミン酸ジ（オクチルドデシル／フィトステリル／ベヘニル）、
ラウロイルグルタミン酸（フィトステリル／ベヘニル／オクチルドデシル／イソステアリ
ル）、ラウロイルグルタミン酸ジオクチルドデセス－２、ラウロイルグルタミン酸ジオク
チルドデセス－５、ラウロイルグルタミン酸ジステアレス－２、又はラウロイルグルタミ
ン酸ジステアレス－５が好ましく、ラウロイルグルタミン酸ジヘキシルデシル、ラウロイ
ルグルタミン酸ジイソステアリル、ラウロイルグルタミン酸ジオクチルドデシル、ラウロ
イルグルタミン酸ビス（ヘキシルデシル／オクチルドデシル）、ステアロイルグルタミン
酸ジオクチルドデシル、又はララウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル／オクチルドデ
シル）が更に好ましい。
【００７２】
<<脂肪酸グリセリド>>
　本発明における脂肪酸グリセリドとしては、脂肪酸がグリセロールとエステル結合した
、モノ、ジ又はトリグリセリドであって、構成する脂肪酸部分が炭素数６～１８の直鎖、
若しくは分岐脂肪酸に由来するものであることが好ましい。
　脂肪酸グリセリドとしては、トリエチルヘキサノイン、トリカプリル酸グリセリル、ト
リカプリン酸グリセリル、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、トリラウリン酸
グリセリル、トリミリスチン酸グリセリル、トリパルミトレイン酸グリセリル、トリパル
ミチン酸グリセリル、トリリノール酸グリセリル、トリリノレン酸グリセリル、トリステ
アリン酸グリセリル、トリオレイン酸グリセリル、又はトリイソステアリン酸グリセリル
好ましい。
　上記脂肪酸トリグリセリドの中でも、乳化組成物の安定性の観点から、トリリノール酸
グリセリル、トリリノレン酸グリセリル、トリステアリン酸グリセリル、トリオレイン酸
グリセリル、トリイソステアリン酸グリセリル、トリカプリル酸グリセリル、トリカプリ
ン酸グリセリル、又はトリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリルがより好ましい。
【００７３】
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　また、本発明には、脂肪酸グリセリドを含む植物油脂、動物油脂を使用することができ
る。例えば、ツバキ油、マカデミアナッツ油、ヒマシ油、アボガド油、月見草油、タート
ル油、ミンク油、卵黄油、パーシミック油、小麦胚芽油、サザンカ油、アマニ油、綿実油
、エノ油、茶実油、カヤ油、コメヌカ油、シナギリ油、日本キリ油、ホホバ油、胚芽油、
サラダ油、サフラワー油（ベニバナ油）、パーム油、ココナッツ油、ピーナッツ油、アー
モンド油、ヘーゼルナッツ油、グレープシード油が挙げられる。
【００７４】
　（Ｂ）成分である特定油剤及び他の油剤の総含有量としては、本発明の乳化組成物の濁
度を低く抑え、且つ、乳化組成物を化粧料に適用した際に、化粧料使用感を向上させる観
点から、乳化組成物の総量に対して、１質量％～３５質量％が好ましい。
【００７５】
　また、グリチルレチン酸誘導体の含有量が、１．０質量％以上５．０質量％以下の場合
において、（Ｂ）成分である特定油剤及び（Ｅ）成分である他の油剤の総含有量としては
、１０質量％～２５質量％がより好ましく、１５質量％～２０質量％が更に好ましい。
【００７６】
＜（Ｃ）リン脂質＞
　本発明の乳化組成物は、リン脂質を含有する。
　本発明で用いることができるリン脂質としては、グリセロリン脂質が挙げられる。グリ
セロリン脂質としては、例えば、ホスファチジン酸、ビスホスアチジン酸、レシチン（ホ
スファチジルコリン）、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルメチルエタノ
ールアミン、ホスファチジルセリン、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルグリ
セリン、ジホスファチジルグリセリン（カルジオリピン）等が挙げられ、これらを含む大
豆、トウモロコシ、落花生、ナタネ、麦等の植物由来のものや、卵黄、牛等の動物由来の
もの及び大腸菌等の微生物等由来の各種レシチンを挙げることができる。
【００７７】
　また、本発明においては、グリセロリン脂質として、酵素分解したグリセロリン脂質を
使用することができる。例えば、前記レシチンを酵素分解したリゾレシチン（酵素分解レ
シチン）は、酸、又はアルカリ触媒によるレシチンの加水分解により得られる他、ホスホ
リパーゼＡ１、又はＡ２を用いたレシチンの加水分解により得ることもできる。このよう
なリゾレシチンに代表されるリゾ化合物を化合物名で示すと、リゾホスファチジン酸、リ
ゾホスファチジルグリセリン、リゾホスファチジルイノシトール、リゾホスファチジルエ
タノールアミン、リゾホスファチジルメチルエタノールアミン、リゾホスファチジルコリ
ン（リゾレシチン）、リゾホスファチジルセリン等が挙げられる。
【００７８】
　本発明におけるリン脂質は、単独又は複数種の混合物の形態で用いることができる。リ
ン脂質としては、乳化組成物の透明性及び経時安定性の観点から、リゾレシチン以外のリ
ン脂質が好ましく、精製レシチンが最も好ましい。
　これらのレシチンを含有することで、乳化組成物の透明性がより向上し、乳化組成物を
含有する化粧料の透明性及び経時安定性、並びに使用感についても向上させることができ
る。
【００７９】
　本発明の乳化組成物において、リン脂質の含有量は、組成物全体の０．１質量％～１０
質量％であることが好ましく、より好ましくは０．２質量％～８質量％、更に好ましくは
１質量％～４質量％である。リン脂質の含有量を０．１質量％以上とすることにより、乳
化組成物の乳化安定性がより良好となる傾向がある。また、リン脂質の含有量を１０質量
％以下とすることにより、過剰なリン脂質が油性成分から離れて水中にリン脂質分散体を
形成することなく、乳化組成物の乳化安定性が得られる点から好ましい。
【００８０】
　また、グリチルレチン酸誘導体の含有量が１．０質量％以上５．０質量％以下の場合に
おいて、（Ｃ）成分であるリン脂質の含有量は、（Ｂ）成分である特定油剤及び（Ｅ）成
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分である他の油剤の総含有量（Ｂ＋Ｅ）に対する含有割合〔Ｃ／（Ｂ＋Ｅ）〕として、０
．０１～０．５が好ましく、０．０５～０．２５がより好ましく、０．０７～０．２が更
に好ましい。
【００８１】
＜（Ｄ）水溶性界面活性剤＞
　本発明の乳化組成物は、水溶性界面活性剤を含有する。
　本発明における水溶性界面活性剤は、乳化組成物中の油相／水相の界面張力を大きく下
げることができ、その結果、乳化組成物の粒子径を細かくすることができる点で好ましい
。
【００８２】
　本発明における水溶性界面活性剤としては、経時安定性の観点から、ＨＬＢ８以上のも
のが好ましく、１０以上のものがより好ましく、１２以上のものが特に好ましい。またＨ
ＬＢ値の上限値は、特に限定されないが、一般的には、２０以下であり、１８以下が好ま
しい。
【００８３】
　ここで、ＨＬＢは、通常界面活性剤の分野で使用される親水性－疎水性のバランスで、
通常用いる計算式、例えば川上式等が使用できる。本発明においては、下記の川上式を採
用する。
【００８４】
　ＨＬＢ＝７＋１１．７ｌｏｇ（Ｍｗ／Ｍｏ）
　ここで、Ｍｗは親水基の分子量、Ｍｏは疎水基の分子量である。
【００８５】
　また、カタログ等に記載されているＨＬＢの数値を使用してもよい。また、上記の式か
らも分かるように、ＨＬＢの加成性を利用して、任意のＨＬＢ値の界面活性剤を得ること
ができる。
【００８６】
　本発明における水溶性界面活性剤としては、カチオン性、アニオン性、両性、非イオン
性の各界面活性剤を挙げることができ、特に制限は無いが、非イオン性界面活性剤が好ま
しい。非イオン性界面活性剤の例としては、グリセリン脂肪酸エステル、有機酸モノグリ
セリド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリグ
リセリン縮合リシノレイン酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステ
ル、及びポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルなどが挙げられる。
【００８７】
　また、上記の水溶性界面活性剤は、蒸留などで高度に精製されたものであることは必ず
しも必要ではなく、反応混合物であってもよい。
【００８８】
　水溶性界面活性剤としてより好ましくは、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン
脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、又はポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エス
テルである。本発明において最も好ましく用いられる水溶性界面活性剤は、ショ糖脂肪酸
エステル又はポリグリセリン脂肪酸エステルである。
【００８９】
　本発明に用いられるポリグリセリン脂肪酸エステルは、平均重合度が２以上（好ましく
は６～１５、より好ましくは８～１０）のポリグリセリンと、炭素数８～１８の脂肪酸（
例えばカプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン
酸、オレイン酸、及びリノール酸から選択される脂肪酸）とのエステルであることが好ま
しい。
　ポリグリセリン脂肪酸エステルの好ましい例としては、ヘキサグリセリンモノオレイン
酸エステル、ヘキサグリセリンモノステアリン酸エステル、ヘキサグリセリンモノパルミ
チン酸エステル、ヘキサグリセリンモノミリスチン酸エステル、ヘキサグリセリンモノラ
ウリン酸エステル、デカグリセリンモノオレイン酸エステル、デカグリセリンモノステア
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リン酸エステル、デカグリセリンモノパルミチン酸エステル、デカグリセリンモノミリス
チン酸エステル、デカグリセリンモノラウリン酸エステル等が挙げられる。これらの中で
も、より好ましくは、デカグリセリンモノオレイン酸エステル（ＨＬＢ＝１２）、デカグ
リセリンモノステアリン酸エステル（ＨＬＢ＝１２）、デカグリセリンモノパルミチン酸
エステル（ＨＬＢ＝１３）、デカグリセリンモノミリスチン酸エステル（ＨＬＢ＝１４）
、デカグリセリンモノラウリン酸エステル（ＨＬＢ＝１６）などである。これらのポリグ
リセリン脂肪酸エステルを、単独又は混合して用いることができる。
【００９０】
　本発明に用いられるショ糖脂肪酸エステルとしては、脂肪酸の炭素数が１２以上のもの
が好ましく、１２～２０のものがより好ましい。ショ糖脂肪酸エステルの好ましい例とし
ては、ショ糖ジオレイン酸エステル、ショ糖ジステアリン酸エステル、ショ糖ジパルミチ
ン酸エステル、ショ糖ジミリスチン酸エステル、ショ糖ジラウリン酸エステル、ショ糖モ
ノオレイン酸エステル、ショ糖モノステアリン酸エステル、ショ糖モノパルミチン酸エス
テル、ショ糖モノミリスチン酸エステル、ショ糖モノラウリン酸エステル等が挙げられ、
これらの中でも、ショ糖モノオレイン酸エステル、ショ糖モノステアリン酸エステル、シ
ョ糖モノパルミチン酸エステル、ショ糖モノミリスチン酸エステル、ショ糖モノラウリン
酸エステルがより好ましい。本発明においては、これらのショ糖脂肪酸エステルを、単独
又は混合して用いることができる。
【００９１】
　本発明に用いられるソルビタン脂肪酸エステルとしては、脂肪酸の炭素数が８以上のも
のが好ましく、１２以上のものがより好ましい。ソルビタン脂肪酸エステルの好ましい例
としては、モノカプリル酸ソルビタン、モノラウリン酸ソルビタン、モノステアリン酸ソ
ルビタン、セキステアリン酸ソルビタン、トリステアリン酸ソルビタン、イソステアリン
酸ソルビタン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、オレイン酸ソルビタン、セスキオレ
イン酸ソルビタン、トリオレイン酸ソルビタン等が挙げられる。これらのソルビタン脂肪
酸エステルを、単独又は混合して用いることができる。
【００９２】
　本発明に用いられるポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルとしては、脂肪酸の
炭素数が８以上のものが好ましく、１２以上のものがより好ましい。またポリオキシエチ
レンのエチレンオキサイドの長さ（付加モル数）としては、２～１００が好ましく、４～
５０がより好ましい。ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルの好ましい例として
は、ポリオキシエチレンモノカプリル酸ソルビタン、ポリオキシエチレンモノラウリン酸
ソルビタン、ポリオキシエチレンモノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンセキ
ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレントリステアリン酸ソルビタン、ポリオキシ
エチレンイソステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンセスキイソステアリン酸ソル
ビタン、ポリオキシエチレンオレイン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンセスキオレイン
酸ソルビタン、ポリオキシエチレントリオレイン酸ソルビタン等が挙げられる。
【００９３】
　水溶性界面活性剤は、単独又は混合して用いることができる。
【００９４】
　水溶性界面活性剤の含有量は、乳化組成物の全量に対して、０．５質量％～３０質量％
が好ましく、１質量％～２０質量％がより好ましく、２質量％～１５質量％が更に好まし
い。水溶性界面活性剤量を０．５質量％以上含有することは、所定量のグリチルレチン酸
誘導体の溶解性を向上させると共に、油相／水相間の界面張力を下げ易い点で好ましい。
また、３０質量％以下とすることは、界面活性剤を過剰量とすることがなく、乳化組成物
の泡立ち等が生じ難い点で好ましい。
【００９５】
　本発明の乳化組成物は、上述した成分（Ａ）～（Ｄ）を含む。
　成分（Ａ）～（Ｄ）の好ましい組み合わせは、成分（Ａ）がグリチルレチン酸ステアリ
ルであり、成分（Ｂ）がトコフェロール及びその誘導体から選択される少なくとも１種で



(15) JP 5918163 B2 2016.5.18

10

20

30

40

50

あり、成分（Ｃ）がレシチンであり、成分（Ｄ）がショ糖脂肪酸エステル及びポリグリセ
リン脂肪酸エステルから選択される少なくとも１種である。
【００９６】
　本発明の乳化組成物は、成分（Ａ）のグリチルレチン酸誘導体の含有量が１．０質量％
以上５．０質量％以下であるとき、更に成分（Ｅ）を含むことが好ましい。
　本発明の乳化組成物が成分（Ｅ）を含む場合、成分（Ａ）～成分（Ｅ）の好ましい組み
合わせは、成分（Ａ）がグリチルレチン酸ステアリルであり、成分（Ｂ）がトコフェロー
ル及びその誘導体から選択される少なくとも１種であり、成分（Ｃ）がレシチンであり、
成分（Ｄ）がショ糖脂肪酸エステル及びポリグリセリン脂肪酸エステルから選択される少
なくとも１種であり、成分（Ｅ）がアミノ酸エステル及び脂肪酸グリセリドから選択され
る少なくとも１種である組合せである。
　より好ましい組合せは、成分（Ａ）がグリチルレチン酸ステアリルであり、成分（Ｂ）
がトコフェロール、トコトリエノールおよび酢酸トコフェロールから選択される少なくと
も１種であり、成分（Ｃ）が精製レシチンであり、成分（Ｄ）がポリグリセリン脂肪酸エ
ステルであり、成分（Ｅ）がアミノ酸エステルから選択される少なくとも１種である組合
せである。
　成分（Ａ）～成分（Ｅ）を上記の如くを組み合わせた場合に、より一層透明性及び経時
安定性優れ、且つ、化粧料に配合した際に使用感に非常に優れる乳化組成物を提供するこ
とができる。
【００９７】
＜多価アルコール＞
　本発明の乳化組成物は、透明性、経時安定性、及び防腐性の観点から多価アルコールを
含有することが好ましい。
　多価アルコールは、保湿機能や粘度調整機能等を有している。また、多価アルコールは
、水と油脂成分との界面張力を低下させ、界面を広がりやすくし、微細で、且つ、安定な
微粒子を形成しやすくする機能も有している。以上より、乳化組成物が多価アルコールを
含有することは、乳化粒子径をより微細化でき、且つ、粒子径が微細な粒子径の状態のま
ま長期に亘り安定して保持できるとの観点から好ましい。また、多価アルコールの添加に
より、乳化組成物の水分活性を下げることができ、微生物の繁殖を抑えることができる。
【００９８】
　本発明における多価アルコールとしては、二価以上のアルコールであれば特に限定され
ず用いることができる。多価アルコールとしては、例えば、グリセリン、ジグリセリン、
トリグリセリン、ポリグリセリン、３－メチル－１，３－ブタンジオール、１，３－ブチ
レングリコール、イソプレングリコール、ポリエチレングリコール、１，２－ペンタンジ
オール、１，２－ヘキサンジオール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、
エチレングリコール、ジエチレングリコール、ネオペンチルグリコール等が挙げられる。
これらの多価アルコールを、単独又は複数種の混合物の形態で用いることができる。
【００９９】
　多価アルコールとしては、その１分子中における水酸基の数が、３個以上であるものを
用いることが好ましい。これにより、水性媒体と油性成分との界面張力をより効果的に低
下させることができ、より微細で、且つ、安定な乳化組成物を形成することができる。そ
の結果、本発明の乳化組成物を化粧料に適用した場合において、経皮吸収性をより高いも
のとすることができる。
【０１００】
　上述したような条件を満足する多価アルコールの中でも、特に、グリセリンを用いた場
合、乳化組成物の粒子径がより小さくなり、且つ、粒子径が小さいまま長期に亘り安定し
て保持されるため、好ましい。
【０１０１】
　多価アルコールの含有量は、乳化組成物が示す透明性、経時安定性、及び防腐性に加え
て、乳化組成物の粘度の観点から、組成物の全量に対して１０質量％～６０質量％が好ま
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しく、より好ましくは２０質量％～５５質量％、更に好ましくは３０質量％～５０質量％
である。
　多価アルコールの含有量が１０質量％以上であると、油性成分の種類や含有量等によっ
ても、十分な保存安定性が得られ易い点で好ましい。一方、多価アルコールの含有量が６
０質量％以下であると、最大限の効果が得られ、乳化組成物の粘度が高くなるのを抑え易
い点で好ましい。
【０１０２】
＜その他の添加成分＞
　本発明の乳化組成物には、上記成分の他、食品、化粧品等の分野において通常用いられ
る添加成分を、その形態に応じて適宜含有させてもよい。
　他の添加成分は、その特性によって、油溶性又は水溶性の添加成分として、本発明の乳
化組成物に含有させることができる。
【０１０３】
　例えば、その他の添加成分としては、グルコース、ショ糖、カッパーカラギーナン、ロ
ーカストビーンガム、グアーガム、ヒドロキシプロピルグアガム、キサンタンガム、カラ
ヤガム、タマリンド種子多糖、アラビアガム、トラガカントガム、ヒアルロン酸、ヒアル
ロン酸ナトリウム、コンドロイチン硫酸ナトリウム、デキストリン等の単糖類又は多糖類
；ソルビトール、マンニトール、マルチトール、ラクトース、マルトトリイトール、キシ
リトールなどの糖アルコール；塩化ナトリウム、硫酸ナトリウムなどの無機塩；カゼイン
、アルブミン、メチル化コラーゲン、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、ゼラチン
等の分子量５０００超のタンパク質；グリシン、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイ
シン、セリン、スレオニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、シスチン、メチオニン、リ
ジン、ヒドロキシリジン、アルギニン、ヒスチジン、フェニルアラニン、チロシン、トリ
プトファン、プロリン、ヒドロキシプロリン、アセチルヒドロキシプロリン等のアミノ酸
及びそれらの誘導体；カルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリビニ
ルアルコール、ポリエチレングリコール、酸化エチレン・酸化プロピレンブロック共重合
体等の合成高分子；ヒドロキシエチルセルロース・メチルセルロース等の水溶性セルロー
ス誘導体；フラボノイド類（カテキン、アントシアニン、フラボン、イソフラボン、フラ
バン、フラバノン、ルチン）、アスコルビン酸又はその誘導体（アスコルビン酸、アスコ
ルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カリウム、アスコルビン酸カルシウム、Ｌ－アスコ
ルビン酸リン酸エステル、リン酸アスコルビルマグネシウム、リン酸アスコルビルナトリ
ウム、硫酸アスコルビル、硫酸アスコルビル２ナトリウム塩、及びアスコルビル－２－グ
ルコシド等）、トコトリエノール及びその誘導体、フェノール酸類（クロロゲン酸、エラ
グ酸、没食子酸、没食子酸プロピル）、リグナン類、クルクミン類、クマリン類、プテロ
スチルベン等を含むヒドロキシスチルベン、などを挙げることができる。これらの添加成
分は、その機能に基づいて、例えば機能性成分、賦形剤、粘度調整剤、ラジカル捕捉剤な
どとして含まれてもよい。
　その他、本発明においては、例えば、種々の薬効成分、ｐＨ調整剤、ｐＨ緩衝剤、紫外
線吸収剤、防腐剤、香料、着色剤など、通常、その用途で使用される他の添加物を併用す
ることができる。
【０１０４】
＜用途＞
　本発明の乳化組成物は、化粧料用途などに適用することができる。該化粧料としては、
化粧水、美容液、乳液、クリームパック・マスク、パック、洗髪用化粧品、フレグランス
化粧品、液体ボディ洗浄料、ＵＶケア化粧品、防臭化粧品、オーラルケア化粧品等（化粧
品の場合）などの化粧料が挙げられる。本発明の乳化組成物は、透明性が要求される水性
の化粧料に特に好適に適用される。
【０１０５】
　化粧水、美容液については、一般的に透明性を有することが求められ、その経時変化後
も透明であることが要求される。ここでいう「透明性」とは、既述した濁度を指標とする
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ものであり、波長６５０ｎｍの光を用いて、２５℃にて測定した吸光度により規定される
。本発明の化粧料における「透明性」の指標となる吸光度（濁度）は、既述の分光光度計
を用いて測定する。
【０１０６】
　本発明の乳化組成物を適用してなる化粧料の好適な態様は、本発明の乳化組成物を含み
、且つ、波長６５０ｎｍの光を用いて測定した吸光度（濁度）が０．００１～０．２であ
る化粧料（本発明の化粧料）であることが好ましい。該吸光度（濁度）は、より好ましく
は０．００１～０．１７５、さらに好ましくは０．００１～０．１５である。
【０１０７】
　本発明の化粧料は、グリチルレチン酸誘導体の含有に期待される効果の観点から、化粧
料の全質量に対してグリチルレチン酸誘導体を０．０１質量％～０．５質量％含有するこ
とが好ましい。
　また、透明性及び経時安定性の観点からは、本発明の化粧料は、水素添加されていない
リン脂質から選択された少なくとも１種を含有することが好ましい。
【０１０８】
　化粧料における濁度を抑える観点から、化粧料に配合される乳化組成物の量を少なくす
ることが好ましい。かかる観点から、本発明の化粧料においては、本発明の乳化組成物の
配合量が、化粧料の全質量に対して１０質量％以下であることが好ましく、より好ましく
は５質量％以下、最も好ましくは２質量％以下である。
【０１０９】
［乳化組成物の製造方法］
　本発明の乳化組成物の製造方法は、特に限定されず、公知の方法に従い製造することが
できる。例えば、ａ）水性媒体に、水溶性界面活性剤を溶解させて、水相を得ること、ｂ
）特定油剤、リン脂質、及び、所望により含有される他の油剤を混合又は溶解して、油相
を得ること、ｃ）攪拌下で水相と油相を混合して、乳化分散を行い、乳化組成物を得るこ
と、を含む製造方法が好ましい。
【０１１０】
　乳化分散における油相と水相との比率（質量）は、特に限定されるものではないが、油
相／水相比率（質量％）として０．１／９９．９～５０／５０が好ましく、０．５／９９
．５～３０／７０がより好ましく、１／９９～２０／８０が更に好ましい。油相／水相比
率を０．１／９９．９以上とすることにより、有効成分が低くならないため乳化組成物の
実用上の問題が生じない傾向となり好ましい。また、油相／水相比率を５０／５０以下と
することにより、界面活性剤濃度が薄くなることがなく、乳化組成物の経時安定性が保た
れるため好ましい。
【０１１１】
　乳化分散は、１ステップの乳化操作を行ってもよいが、２ステップ以上の乳化操作を行
うことが均一で微細な乳化粒子を得る点から好ましい。具体的には、剪断作用を利用する
通常の乳化装置（例えば、スターラーやインペラー攪拌、ホモミキサー、連続流通式剪断
装置等）を用いて乳化するという１ステップの乳化操作に加えて、高圧ホモジナイザー、
超音波分散機等を通して乳化する等の方法で２種以上の乳化装置を併用するのが特に好ま
しい。高圧ホモジナイザーを使用することで、乳化物を更に均一な微粒子の液滴に揃える
ことが出来る。また、更に均一な粒子径の液滴とする目的で複数回行っても良い。
【０１１２】
　本発明の乳化組成物は、適宜ｐＨ調整剤を使用することができる。ｐＨ調整剤により調
整された本発明の乳化組成物のｐＨ値は、４～１０の範囲であることが好ましい。
　ｐＨ調整剤は、乳化組成物を調製する前及び後のいずれに使用してもよい。ｐＨの変動
幅を小さくして、より緩和な条件でｐＨを調整することが可能である点から、ｐＨ調整剤
は、乳化組成物の調製前に使用することが好ましい。その際には、ｐＨ調整剤は、乳化組
成物を調製する前の水相組成物、及び油相組成物のいずれに添加してもよい。
【０１１３】
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　ｐＨ調整剤としては、無機酸、有機酸、無機塩基及びそれらの塩を用いてもよく、具体
的には、クエン酸、グルコン酸、カルボン酸、酒石酸、コハク酸、酢酸またはフタル酸、
トリフルオロ酢酸、モルホリノエタンスルホン酸、２－〔４－(２－ヒドロキシエチ
ル)－１－ピペラジニル〕エタンスルホン酸のような有機酸とその塩；トリス（ヒドロキ
シメチル）、アミノメタン、アンモニアのような有機塩基；塩酸、過塩素酸、炭酸のよう
な無機酸とその塩；リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、水酸化カルシウム、水酸化ナト
リウム、水酸化カリウム、水酸化マグネシウムのような無機塩基；リン酸水素ナトリウム
、炭酸水素ナトリウムのような無機水素塩が挙げられるが、これらに限定されるものでは
ない。
【０１１４】
　本発明の化粧料は、例えば、本発明の乳化組成物及び必要に応じて添加可能な成分をス
ターラーやインペラー攪拌、ホモミキサーなどを用いて、混合等して得ることができる。
【実施例】
【０１１５】
　以下、本発明を実施例にて詳細に説明するが、本発明はそれらに何ら限定されるもので
はない。なお、実施例１－１～１－３、１－１１～１－１５、２－１、２－６～２－８は
、参考例である。
【０１１６】
１．乳化組成物の調製と評価
［実施例１－１］
＜乳化組成物（ＥＭ－１）の調製＞
　下記の成分を、７０℃で加熱しながら１時間溶解して、水相組成物を得た。
　・ショ糖モノステアリン酸エステル（ＨＬＢ＝１６）　　　　　　９．３ｇ
　・モノオレイン酸デカグリセリル（ＨＬＢ＝１２）　　　　　　１８．９ｇ
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２５．９７ｇ
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３．９７ｇ
【０１１７】
　また、下記成分を、７０℃で加熱しながら１時間溶解して、油相組成物を得た。
　・グリチルレチン酸ステアリル　　　　　　　　　　　　　　　２．７６ｇ
　・トコフェロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７．８１ｇ
　・トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル　　　　　　　２７．６９ｇ
　・精製レシチン（大豆由来）　　　　　　　　　　　　　　　　　３．６ｇ
【０１１８】
　水相組成物を攪拌した状態に維持しながら、油相組成物を加えた後、高圧ホモジナイザ
ーを用いて４分間分散することで予備乳化物を得た。
【０１１９】
　続いて、得られた予備乳化物を約６０℃まで冷却し、アルティマイザーＨＪＰ－２５０
０５（（株）スギノマシン製）を用いて、２４５ＭＰａの圧力で高圧乳化を行った。
　その後、得られた乳化組成物を平均孔径１μｍのミクロフィルターでろ過し、８０℃で
３０分加熱滅菌することでグリチルレチン酸誘導体含有乳化組成物ＥＭ－１を調製した。
【０１２０】
　なお、水相組成物及び油相組成物の調製に用いた各成分の詳細は後述の通りである。
【０１２１】
［実施例１－２～１－３０、比較例１－１～１－５］
　実施例１－１において、グリチルレチン酸誘導体含有乳化組成物ＥＭ－１の調製に用い
た各成分の種類及び量を、下記表１～４に示すように変更した以外は、全て実施例１－１
と同様にして、実施例１－２～１－３０、及び比較例１－１～１－５のグリチルレチン酸
誘導体含有乳化組成物ＥＭ－２～ＥＭ－３５を得た。
【０１２２】
　なお、比較例１－１のグリチルレチン酸誘導体含有乳化組成物ＥＭ－１１は、グリチル
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量の下限値よりも少ない乳化組成物である。
【０１２３】
[乳化組成物の評価]
　上記で得られた各グリチルレチン酸誘導体含有乳化組成物の評価を、初期濁度、経時安
定性の評価を行なった。詳細は以下の通りである。
【０１２４】
１－１．初期濁度の評価
　各グリチルレチン酸誘導体含有乳化組成物（ＥＭ－１～ＥＭ－３５）０．１ｇを、それ
ぞれ、９．９ｇの純水に添加して、マグネッチックスターラーを用いて、１０分間攪拌を
行い、水稀釈液を得た。
　得られた各乳化組成物の水希釈液を用い、濁度の指標として６５０ｎｍにおける吸光度
を、分光光度計（Ｖ－６３０、株式会社 日本分光製）を用いて、２５℃にて測定して、
下記評価基準に基づき初期濁度を評価した。
－評価基準－
　Ｓ：０．１以下
　Ａ：０．１より大きく０．１５以下
　Ｂ：０．１５より大きく０．２以下
　Ｃ：０．２より大きい
【０１２５】
１－２．経時安定性評価
　経時安定性の評価（透明性の持続性）は、各グリチルレチン酸誘導体含有乳化組成物を
４℃で１年間経時させた後における吸光度を、初期濁度と同様にしてについて測定し、調
整直後の初期濁度からの吸光度の変化率Ａ（％）を、下記式に基づき求め、下記基準で評
価した。
　変化率Ａ（％）＝４℃で１年間経時させた後の吸光度／調製直後の吸光度×１００
　変化率Ａ（％）が１００％に近い程、乳化組成物は経時安定性に優れることを示す。
－評価基準－
　Ｓ：１２０％未満
　Ａ：１２０％以上１５０％未満、
　Ｂ：１５０％以上２００％未満
　Ｃ：２００％以上
【０１２６】
　以上の結果を下記表１～４に示す。
【０１２７】
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【０１２８】
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【０１２９】
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【０１３０】
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【表４】

【０１３１】
　上記表１～４に示される各成分の詳細は、以下の通りである。
　ショ糖モノステアリン酸エステルは三菱化学フーズ株式会社製リョートーシュガーエス
テルＳ－１６７０（ＨＬＢ＝１６）を使用した。
　モノオレイン酸デカグリセリル（別名デカグリセリンモノオレイン酸エステル）、モノ
ミリスチン酸デカグリセリル（別名デカグリセリンモノミリスチン酸エステル）は、それ
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ぞれ、日光ケミカルズ株式会社製ＮＩＫＫＯＬ Ｄｅｃａｇｌｙｎ １－Ｏ（ＨＬＢ＝１２
）、ＮＩＫＫＯＬ Ｄｅｃａｇｌｙｎ １－Ｍ（ＨＬＢ＝１４）を使用した。
【０１３２】
　トコフェロールは、理研ビタミン株式会社製の理研Ｅオイル８００を使用した。
　酢酸トコフェロールは、ＢＡＳＦ株式会社のビタミンＥアセテートを使用した。
　ミリスチン酸イソプロピル、パルミチンイソプロピル、セバシン酸ジイソプロピル、カ
プリン酸プロピレングリコール、ジカプリン酸プロピレングリコールは、それぞれ、日光
ケミカルズ株式会社製ＮＩＫＫＯＬ－ＩＰＭ－１００、ＩＰＰ、ＤＩＳ、Ｓｅｆｓｏｌ－
２１８、Ｓｅｆｓｏｌ－２２８を使用した。
【０１３３】
　トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリルは、花王株式会社のココナードＭＴを使用
した。
　イソステアリン酸、イソステアリルアルコールは、それぞれ、高級アルコール工業株式
会社のイソステアリン酸ＥＸ、イソステアリルアルコールＥＸレシチンを使用した。
　ジオネオペンタン酸ジメチルペンタンジオールは、日本精化株式会社のＮｅｏｓｏｌｕ
ｅ－ＭＰを使用した。
　精製レシチン（ＳＬＰ－ホワイト）、粗製レシチン(ＳＬＰ－ペースト)、リゾレシチン
（ホワイトリゾ）、水添レシチン（ＳＬＰ－ホワイトＨ）。それぞれ、辻製油株式会社製
（大豆由来）を使用した。
【０１３４】
２．化粧料の調製と評価
　次に、上記にて調製したグリチルレチン酸誘導体含有乳化組成物を用いて、化粧料の例
として、化粧水及びゲル状化粧料を調製し、透明性、安定性、使用感を評価した。
【０１３５】
［実施例２－１～２－１６、比較例２－１～２－２］
＜化粧水の調製＞
　上記で得られたグリチルレチン酸誘導体含有乳化組成物のうち、表５又は表６に記載さ
れる乳化組成物を用い、グリチルレチン酸誘導体の含有量が０．０１～０.５質量％にな
るように、下記により調製した化粧水製剤模擬液で希釈し、マグネッチックスターラーを
用いて、１０分間攪拌を行い、評価用試料を調製した。
【０１３６】
　各実施例の化粧水におけるグリチルレチン酸誘導体の含有量は、表５又は表６に記載さ
れる通りである。
【０１３７】
－化粧水製剤模擬液の調製－
　化粧水製剤模擬液は、１０ｍＭクエン酸バッファー水溶液（ｐＨ７）に、化粧水におけ
る含有量が表５又は表６に示す量となるように、多価アルコール：１，３ブチレングリコ
ール（ＢＧ）１０質量％、防腐剤：フェノキシエタノール０．３質量％を添加し、混合す
ることで調製した。
【０１３８】
［実施例２－１７～２－２１］
＜ゲル状化粧料の調製＞
　多価アルコール：１，３ブチレングリコール（ＢＧ）、グリセリン、及び防腐剤：フェ
ノキシエタノールを溶解させた精製水に、増粘剤：カルボキシビニルポリマー及びアクリ
ル酸・メタクリル酸アルキル共重合体を加え攪拌して分散させてなるゲル製剤模擬液を調
製した。その後、上記にて得られたグリチルレチン酸誘導体含有乳化組成物のうち、表７
に記載される乳化組成物を用い、グリチルレチン酸誘導体の含有量が０.０５質量％にな
るようにゲル製剤模擬液に加えて攪拌し、ｐＨ調整剤：ＮａＯＨでｐＨ調製（ｐＨ：６．
０）を行うことで、ゲル状化粧料を作製した。
【０１３９】
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［評価］
　上記で得られた各化粧水及びゲル状化粧料を用い、初期濁度、経時安定性の評価を行な
った。また、専用パネルを用いて化粧料としての使用感の評価を行った。詳細は以下の通
りである。
【０１４０】
２－１．初期濁度の評価
　上記で得られた各化粧水及びゲル状化粧料を用い、濁度の指標として６５０ｎｍにおけ
る吸光度を、分光光度計（Ｕ－３３１０、株式会社 日立製作所製）を用い、２５℃にて
測定し、下記評価基準に基づき初期濁度を評価した。
－評価基準－
　Ｓ：０．１以下
　Ａ：０．１より大きく０．１５以下
　Ｂ：０．１５より大きく０．２以下
　Ｃ：０．２より大きい
【０１４１】
２－２．経時安定性評価
　経時安定性の評価（化粧料における透明性の持続性）は、上記で得られた各化粧水及び
ゲル状化粧料について、調製直後及び４０℃の条件下で経時させた後の濁度変化を測定す
ることで評価した。
　濁度変化は、４０℃で２週間経時させた後の化粧水又はゲル状化粧料について、波長６
５０ｎｍの光に対する吸光度を、初期濁度と同様にして測定し、調整直後の初期濁度から
の吸光度の変化率Ｂ（％）を、下記式に基づき求め、下記基準で評価した。
　変化率Ｂ（％）＝４０℃で２週間経時させた後の吸光度／調製直後の吸光度×１００
　変化率Ｂ（％）が１００％に近い程、化粧料は経時安定性に優れることを示す。
－評価基準－
　Ｓ：１２０％未満
　Ａ：１２０％以上１５０％未満、
　Ｂ：１５０％以上２００％未満
　Ｃ：２００％以上
【０１４２】
２－３．使用感の評価
　実施例及び比較例の化粧水及びゲル状化粧料について、専門パネル１０名により、使用
感（こく感、べたつきのなさ）の良否を下記の評価基準によって評価した。
－評価基準－
　Ｓ：１０名中７名以上が「良い」と答えた
　Ａ：１０名中５～６名が「良い」と答えた
　Ｂ：１０名中３～４名が「良い」と答えた
　Ｃ：１０名中２名以下が「良い」と答えた
【０１４３】
　以上の評価結果を、化粧水については表５～６に、ゲル状化粧料については表７に示す
。
【０１４４】
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【表５】

【０１４５】
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【表６】

【０１４６】
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【表７】

【０１４７】
　表１～４に示されるように、実施例の乳化組成物は、グリチルレチン酸誘導体を高濃度
に含有しながらも、高い透明性を有し、経時安定性に優れることが確認された。
　また、表５～７に示されるように、実施例の乳化組成物を用いてなる化粧料は、グリチ
ルレチン酸誘導体を高濃度に含有しながらも、高い透明性を有し、経時安定性に優れ、し
かも使用感（こく感、べたつきのなさ）も良好であることが確認された。



(29) JP 5918163 B2 2016.5.18

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ａ６１Ｋ   8/37     (2006.01)           Ａ６１Ｋ    8/37     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/06     (2006.01)           Ａ６１Ｋ    8/06     　　　　        　　　　　
   Ａ６１Ｑ  19/00     (2006.01)           Ａ６１Ｑ   19/00     　　　　        　　　　　

    審査官  團野　克也

(56)参考文献  特開２０００－２４７８６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１１５１１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１７３７２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２１２０８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３０２１５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１２６４４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３１４２５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３５０３７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３４６０３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              田村  博明　ほか，新化粧品ハンドブック，２００６年１０月３０日，pp.61-69

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              ＩＰＣ　Ａ６１Ｋ８／００－８／９９
              　　　　Ａ６１Ｑ１／００－９０／００
              ＤＢ　　Ｔｈｏｍｓｏｎ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

